
 

組 合 公 報 
平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月  ８ 日 

富 山 市 下 野 ９ ９ ５ 番 地 の ３ 

富 山 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 

 

公告第６号  

 

富山県市町村職員共済組合定款の一部変更について  

 

 富山県市町村職員共済組合定款 の一部変更 については、地方公

務員等共済組合法第１０条第２項の規定により、平成２５ 年９月

３ ０ 日 付 で 下 記 の と お り 理 事 長 に お い て 専 決 処 分 し た の で 公 告

する。  

 

平成２５年１０月 ８日  

 

富山県市町村職員共済組合  

理事長  髙 橋 正 樹  

 

記  

 

富山県市町村職員共済組合定款の一部変更について  

 

 富山県市町村職員共済組合定款（昭和３７年定款第１号）の一部を次の

ように変更する。  

  別表中「、新川育成牧場組合」を削る。 

 

附 則 

 この変更は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 
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  富山県市町村職員共済組合定款の一部変更  新旧対照表 

（傍線部分は、変更を示す） 

変    更    前 変    更    後 備  考 

 

第１条 ～ 第 50条 （略） 

 

(別表 ) 

 
 

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部

市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、高

岡市水道局、新川広域圏事務組合、下山用水組合、富山県市町村総合

事務組合、富山地域衛生組合、砺波地方衛生施設組合、砺波広域圏事

務組合、富山地区広域圏事務組合、中新川広域行政事務組合、新川育

成牧場組合、高岡地区広域圏事務組合、富山県市町村会館管理組合、

砺波地方介護保険組合、新川地域介護保険組合、砺波地域消防組合、

富山県東部消防組合、新川地域消防組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 ～ 第 50条 （略） 

 

(別表 ) 

 
 

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部

市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、高

岡市水道局、新川広域圏事務組合、下山用水組合、富山県市町村総合

事務組合、富山地域衛生組合、砺波地方衛生施設組合、砺波広域圏事

務組合、富山地区広域圏事務組合、中新川広域行政事務組合、新川育

成牧場組合、高岡地区広域圏事務組合、富山県市町村会館管理組合、

砺波地方介護保険組合、新川地域介護保険組合、砺波地域消防組合、

富山県東部消防組合、新川地域消防組合 

 

   附 則 

 この変更は、平成 25年 10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部事務組合の解散に

伴う別表からの削除 

 



理  由  書 

 

 平成２５年９月３０日付けで新川育成牧場組合が解散するため。 




